
（別紙）新旧対照表 
新 旧 

４．地域再生計画の目標 
 甘楽町は、群馬県の南西部に位置し、人口１４，７８４人（平成

１７年３月３１日現在）、面積５８．５７平方キロメートルで、南

部が高く標高１，３７０ｍの稲含山から北に傾斜し、南部の山間地、

中央部の丘陵地帯、北部の平坦地と変化に富み、南から北へと雄
お

川
がわ

・白倉
しらくら

川
がわ

・天引
あまびき

川
がわ

を主体に数本の中小河川が、富岡市の境界を流れ

る鏑川に注いでいる。 
町からは、上毛三山をはじめ上信越国境や浅間山が一望でき、自

然に囲まれた風光明媚な町で、歴史的にも古代から栄えた土地柄を

しのばす史跡や文化財が多く残り、町の中心部を日本名水百選に認

定されている「雄
お

川堰
がわぜき

」が流れ、国指定名勝楽山
らくさん

園
えん

や武家屋敷をは

じめとする江戸時代の面影が漂う歴史の息づく町である。 
 しかし、高度経済成長の頃より人々の生活様式が変化して来ると

共に、雄川堰に水を供給している雄川を始めとした、町内の河川に

未処理の生活雑排水が流入し水質の悪化が生じてきた。 
そこで、町は生活廃水を処理するため昭和６２年度から町の中心

部で下水道事業を、平成２年度からは中心部周辺の農村地域で農業

集落排水事業を、その他の地域で浄化槽の個人設置型事業を展開

し、平成１６年度末の汚水処理人口普及率は７３％、汚水処理率は

５３％にまで向上したところである。そのため、水質の向上が進ん

だ雄川が中央を流れる甘楽総合公園や公園に通じるせせらぎの道 
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は、住民をはじめ多くの人が散策に訪れるいこいの場になってい

る。しかしながら町の全域に視線を移すと、依然河川の水質は悪化

しており、更なる汚水処理施設の整備が必要となっている状況であ

る。 
 一方、これまで増加の傾向であった人口は、近年における急速な

少子高齢化の進展等により、平成１１年度の１５，１０６人をピー

クに減少に転じているところから、高齢者にも住みやすく、また、

町からの転出者を減らし、転入者を増やすためにも、生活環境の向

上が急務である。 
このため、汚水処理施設の整備を一層促進して、地域の付加価値

を上げることにより、民間宅地開発の促進を図り、また、住民ボラ

ンティアによる雄川、雄川堰等のより一層の清掃活動を行い、清ら

かな流れを守ることにより、活力に富み、この町に生まれ、この町

に住んでよかったと誇れる、心豊かで穏やかに暮らせる甘楽町を目

指す。 
 
（目標）汚水処理施設の整備と接続の促進（汚水処理人口普及率を

７３％から８０％に、汚水処理率を５３％から７０％に向

上） 
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５．目的を達成するために行う事業 
５－１ 全体の概要 

（略） 
５－２ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業 

     （略） 
５－３ その他の事業 

     （略） 

５．目的を達成するために行う事業 
５－１ 全体の概要 

（略） 
５－２ 法第４章の特別の措置を適用して行う事業 

     （略） 
５－３ その他の事業 

     （略） 

 


